
砂川市スクールバス利用の手引き新旧対照表 

 

現        行 改   正   後 

目  次 

  ５ スクールバスの利用のきまり（生徒用）       Ｐ８ 

 

 １ 運行の基本方針 

Ｐ１ 

 〇 砂川市スクールバス運行に関する要綱に基づき、旧石山中学校 

区に居住する生徒に対し、地域ごとに停留所を設け、３経路を基 

本にスクールバスを運行します。 

〇 スクールバスを利用するためには、砂川市教育委員会へ申請が 

必要です。また、申請が許可された後、スクールバス乗車証を配 

付しますので、乗降車の際に、スクールバス乗車証のＱＲを車内 

前方にあるタブレットに読み込ませてください。 

 

〇 年度途中での経路の変更などは原則しませんが、利用生徒数や 

道路事情などにより、やむを得ず経路や運行時刻を変更する場 

合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

 ２ スクールバスの利用申請について 

Ｐ２ 

 ○ スクールバスの利用対象者 

① 旧石山中学校の通学区域(空知太・北光小学校区)に居住する生徒 

  ② 部活動に入部しており、活動のために利用が必要となる生徒 

 

 

 

 

目  次 

  ５ スクールバスの利用のきまり（児童生徒用）     Ｐ８ 

 

 １ 運行の基本方針 

Ｐ１ 

 ○ 砂川市スクールバス運行に関する要綱に基づき、遠距離通学と 

なる児童生徒に対し、地域ごとに停留所を設け、８経路を基本に 

スクールバスを運行します。 

○ スクールバスを利用するためには、砂川市教育委員会へ申請が 

必要です。また、申請が許可された後、スクールバス乗車証（Ｉ 

Ｃカード）を配付しますので、乗降車の際に、スクールバス乗車 

証（ＩＣカード）を車内前方にあるＩＣカードリーダーに読み込 

ませてください。 

○ 年度途中での経路の変更などは原則しませんが、利用児童生徒 

数や道路事情などにより、やむを得ず経路や運行時刻を変更す 

る場合がありますので、ご理解、ご協力をお願いします。 

 

 ２ スクールバスの利用申請 

Ｐ２ 

 ○ スクールバスの利用対象者 

スクールバスの利用対象者は下記の要件に当てはまる児童生徒です。 

・自宅から砂川学園までの距離（道のり）が、おおむね 

     １stステージ（１～４年）は２㎞以上 

     ２ndステージ（５～７年）は３㎞以上 

     ３rdステージ（８～９年）は３㎞以上 

・空知太学童保育所を利用する児童 



現        行 改   正   後 

○ 利用申請の手順 

 

 

 

 

 ３ 利用に関する注意事項 

Ｐ３ 

  スクールバスの運行には保護者の皆様のご協力が必要不可欠です。 

下記の注意事項を守り、生徒たちが安全かつ気持ちよく、毎日の学校 

生活を送れるようご協力をお願いいたします。 

 

○ 利用について 

・（略） 

  なお、乗車証は、経路ごとに色分けしており、経路①は【黄色】、経路② 

 は【緑色】、経路③は【青色】、冬期部活動用は【白色】となります。 

 

 

 

Ｐ４ 

 ○ 乗降車時について 

・ 停留所には、発車時刻の３分前を目処に待機してください。 

 

・ スクールバス利用対象外の者が車内に入ることが無いよう、安全対策とし 

て必ず乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませること。 

 

 

 

 

○ 利用申請の手順 

 

 

 

 

３ 利用に関する注意事項 

Ｐ３ 

  スクールバスの運行には保護者の皆様のご協力が必要不可欠です。 

下記の注意事項を守り、児童生徒が安全かつ気持ちよく、毎日の学校 

生活を送れるようご協力をお願いいたします。 

 

○ 利用 

・（略） 

   なお、乗車証は、経路ごとに色分けしており、経路①は【黄色】、経路②は 

【ピンク】、経路③は【オレンジ】、経路④は【紫色】、経路⑤は【水色】、 

経路⑥は【赤色】、経路⑦は【緑色】、経路⑧は【青色】、空知太学童保育所 

用は【白色】となります。 

 

Ｐ４ 

 ○ 乗降車時 

・ 停留所には、発車時刻の10分くらい前からスクールバスが待機していま 

すので、発車時刻の３分前を目処に停留所へお越しください。 

・ スクールバス利用対象外の者が車内に入ることがないよう、安全対策とし 

て必ず乗車証（ＩＣカード）を車内前方にあるＩＣカードリーダーに読み 

込ませ、運転手に乗車証を提示し、乗車証に記載の許可番号を口頭で伝え 

てください。 

 

 



現        行 改   正   後 

○ 運行時について 

・ 利用生徒の過失で車両もしくはその他設備等を破損させた場合は、現状を 

回復するのに要した費用は保護者負担となりますので、ご了承ください。 

 

 

Ｐ５ 

 ○ 臨時運休・遅延について 

・ 急な悪天候でバスの遅延及び停留所で待つ生徒に危険が生じる可能性が 

ある場合は、教育委員会などが各停留所に急行することを基本とします 

が状況によっては、地域の方にご協力をいただき、近隣施設の開放や、現 

場の状況確認などを行えるように地域と連携し対応します。 

 

 ４ 事故や災害など緊急時の対応 

Ｐ６ 

 ○ 事故が発生した場合（７ページのフロー図参照） 

  ① 生徒の安全確保を最優先に対応を行います。 

  ② 生徒が負傷した場合などは、迷わず救急車を要請、負傷者の処置にあたる。 

 

 

○ 災害が発生した場合（７ページのフロー図参照） 

【バスの運行中に災害が発生した場合】 

① 生徒の安全確保を最優先に対応を行います。 

  ② 生徒が負傷した場合などは、迷わず救急車を要請、負傷者の処置にあたり 

ます。 

 

 

 

 

○ 運行時 

・ 利用児童生徒の過失で車両もしくはその他設備等を破損させた場合は、現 

状を回復するのに要した費用は保護者負担となりますので、ご了承くださ 

い。 

 

Ｐ５ 

 ○ 臨時運休・遅延 

・ 急な悪天候などでバスの遅延及び停留所で待つ児童生徒に危険が生じる可 

能性がある場合は、教育委員会などが各停留所に急行することを基本とし 

ますが、状況によっては、地域の方にご協力をいただき、近隣施設の開放 

や、現場の状況確認などを行えるように地域と連携し対応します。 

 

 ４ 事故や災害など緊急時の対応 

Ｐ６ 

 ○ 事故が発生した場合（７ページのフロー図参照） 

  ① 児童生徒の安全確保を最優先に対応します。 

  ② 児童生徒が負傷した場合などは、迷わず救急車を要請、負傷者の処置にあ 

たります。 

 

○ 災害が発生した場合（７ページのフロー図参照） 

【バスの運行中に災害が発生した場合】 

① 児童生徒の安全確保を最優先に対応します。 

  ② 児童生徒が負傷した場合などは、迷わず救急車を要請、負傷者の処置にあ 

たります。 

 

 

 

 



現        行 改   正   後 

Ｐ７ 

 ○ 緊急時の連絡体制のフロー図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｐ７ 

 ○ 緊急時の連絡体制のフロー図 
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 ５ スクールバス利用のきまり（生徒用） 

Ｐ８ 

 ○ 乗車前 

・ 停留所には出発時刻の３分前を目処に待機し、地域の人の迷惑にならないよう、大声 

で騒いだりせず静かに待つこと。 

・ 停留所まで自転車で来る生徒は、道端などに止めず、必ずサイクルスタンドに自転車

を入れてから乗車すること。また、盗難などについては、自己責任となるので必ずカギ

をかけること。 

・ 登下校便ともに乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませること。 

 

 ○ 運転中 

・ 補助席は使用しないこと。 

・ 体調が悪くなった場合は、バスが停止した際に運転手に報告するか、近くの生徒へ伝 

えること。 

○ 降車時 

・ 登下校便ともに乗車証のＱＲを車内前方にあるタブレットに読み込ませること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ５ スクールバス利用のきまり（児童生徒用） 

Ｐ８ 

 ○ 乗車前 

・ 停留所には発車時刻の10分くらい前からスクールバスが待機しているので、発車時 

刻の３分前を目処に停留所へ来ること。 

・ 停留所まで自転車で来る児童生徒は、道端などに止めず、必ずサイクルスタンドに自

転車を入れてから乗車すること。また、盗難などについては、自己責任となるので必ず

カギをかけること。 

・ 登下校便ともに乗車証（ＩＣカード）を車内前方にあるＩＣカードリーダーに読み込 

ませ、運転手に乗車証を提示し、乗車証に記載の許可番号を口頭で伝えること。  

○ 運転中 

 

・ 体調が悪くなった場合は、バスが停止した際に運転手に報告するか、近くの児童生徒 

へ伝えること。 

○ 降車時 

・ 登下校便ともに乗車証（ＩＣカード）を車内前方にあるＩＣカードリーダーに読み込

ませ、下校便では運転手に乗車証を提示し、乗車証に記載の許可番号を口頭で伝える 

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



現        行 改   正   後 

添付資料 

  経路図・停留所・基本運行時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 

  経路図・停留所・基本運行時刻表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富平地区 
コミュニティセンター 

北地区 
コミュニティセンター 

空知太老人憩の家 

旧石山中学校 

一の沢地区 

北光小学校 

若草公園前 
 

経路①

経路②

経路③

砂川中学校へ 

砂川中学校へ 

砂川中学校へ 

経路②の下校便は運行の安全性

を確保するため、一部ルートを変

更し、運行しています。 



現        行 改   正   後 
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